
中
小
企
業
の
経
営
の
改
善
発
達
を
促
進
す
る
た
め
の
中
小
企
業
信
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

新

旧
対
照
条
文

（
新
旧
対
照
条
文
一
覧
）

○
中
小
企
業
信
用
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
五
十
号
）
【
第
一
条
関
係
】
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
1

○
信
用
保
証
協
会
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
七
十
一
号
）
【
第
二
条
関
係
】
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
6

○
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
施
行
令
（
平
成
十
一
年
政
令
第
二
百
一
号
）
【
第
三
条
関
係
】
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
7

○
東
日
本
大
震
災
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
の
経
済
産
業
省
関
係
規
定
の
施
行
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令

第
百
三
十
三
号
）
【
第
四
条
関
係
】
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
8

○
産
業
競
争
力
強
化
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
十
三
号
）
【
第
五
条
関
係
】
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
10





- 2 -

（
保
険
料
率
）

（
保
険
料
率
）

第
二
条

法
第
四
条
の
政
令
で
定
め
る
率
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
保
険

第
二
条

法
第
四
条
の
政
令
で
定
め
る
率
（
以
下
「
保
険
料
率
」
と
い
う
。

料
率
」
と
い
う
。
）
は
、
保
証
を
し
た
借
入
れ
の
期
間
（
手
形
の
割
引
の

）
は
、
保
証
を
し
た
借
入
れ
の
期
間
（
手
形
の
割
引
の
場
合
は
手
形
の
割

場
合
は
手
形
の
割
引
を
受
け
た
時
か
ら
当
該
手
形
の
満
期
ま
で
の
期
間
、

引
を
受
け
た
時
か
ら
当
該
手
形
の
満
期
ま
で
の
期
間
、
法
第
二
条
第
二
項

法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
電
子
記
録
債
権
の
割
引
（
以
下
「
電
子
記

に
規
定
す
る
電
子
記
録
債
権
の
割
引
（
以
下
「
電
子
記
録
債
権
の
割
引
」

録
債
権
の
割
引
」
と
い
う
。
）
の
場
合
は
電
子
記
録
債
権
の
割
引
を
受
け

と
い
う
。
）
の
場
合
は
電
子
記
録
債
権
の
割
引
を
受
け
た
時
か
ら
当
該
電

た
時
か
ら
当
該
電
子
記
録
債
権
の
支
払
期
日
ま
で
の
期
間
、
法
第
三
条
第

子
記
録
債
権
の
支
払
期
日
ま
で
の
期
間
、
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

一
項
に
規
定
す
る
特
殊
保
証
（
以
下
「
特
殊
保
証
」
と
い
う
。
）
の
場
合

特
殊
保
証
（
以
下
「
特
殊
保
証
」
と
い
う
。
）
の
場
合
は
当
該
保
証
契
約

は
当
該
保
証
契
約
で
定
め
る
期
間
と
当
該
保
証
契
約
で
定
め
る
期
間
の
開

で
定
め
る
期
間
と
当
該
保
証
契
約
で
定
め
る
期
間
の
開
始
の
日
か
ら
保
証

始
の
日
か
ら
保
証
を
し
た
債
務
の
う
ち
そ
の
弁
済
期
の
到
来
す
る
日
（
手

を
し
た
債
務
の
う
ち
そ
の
弁
済
期
の
到
来
す
る
日
（
手
形
の
割
引
の
場
合

形
の
割
引
の
場
合
は
手
形
の
満
期
の
到
来
す
る
日
、
電
子
記
録
債
権
の
割

は
手
形
の
満
期
の
到
来
す
る
日
、
電
子
記
録
債
権
の
割
引
の
場
合
は
電
子

引
の
場
合
は
電
子
記
録
債
権
の
支
払
期
日
。
以
下
同
じ
。
）
が
最
も
遅
い

記
録
債
権
の
支
払
期
日
。
以
下
同
じ
。
）
が
最
も
遅
い
も
の
の
弁
済
期
の

も
の
の
弁
済
期
の
到
来
す
る
日
ま
で
の
期
間
と
の
い
ず
れ
か
長
い
期
間
。

到
来
す
る
日
ま
で
の
期
間
と
の
い
ず
れ
か
長
い
期
間
。
以
下
同
じ
。
）
、

以
下
同
じ
。
）
、
社
債
に
係
る
債
務
を
保
証
し
た
期
間
又
は
法
第
三
条
の

社
債
に
係
る
債
務
を
保
証
し
た
期
間
又
は
法
第
三
条
の
十
一
第
一
項
に
規

十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
債
務
を
保
証
し
た
期
間
一
年
に
つ
き
、
法
第
三

定
す
る
債
務
を
保
証
し
た
期
間
一
年
に
つ
き
、
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定

条
第
一
項
に
規
定
す
る
普
通
保
険
（
以
下
「
普
通
保
険
」
と
い
う
。
）
、

す
る
普
通
保
険
（
以
下
「
普
通
保
険
」
と
い
う
。
）
、
法
第
三
条
の
二
第

法
第
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
無
担
保
保
険
（
以
下
「
無
担
保
保
険

一
項
に
規
定
す
る
無
担
保
保
険
（
以
下
「
無
担
保
保
険
」
と
い
う
。
）
、

」
と
い
う
。
）
、
法
第
三
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
社
債
保
険
及

法
第
三
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
社
債
保
険
及
び
法
第
三
条
の
十

び
法
第
三
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
支
払
契
約
保
険
に
あ
つ
て

一
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
支
払
契
約
保
険
に
あ
つ
て
は
〇
・
一
パ
ー
セ

は
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
一
・
八
四
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
（
手
形
の
割
引

ン
ト
か
ら
一
・
八
四
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
（
手
形
の
割
引
又
は
電
子
記
録
債

又
は
電
子
記
録
債
権
の
割
引
を
受
け
る
こ
と
に
よ
る
債
務
の
み
に
つ
い
て

権
の
割
引
を
受
け
る
こ
と
に
よ
る
債
務
の
み
に
つ
い
て
の
特
殊
保
証
（
以

の
特
殊
保
証
（
以
下
「
手
形
割
引
等
特
殊
保
証
」
と
い
う
。
）
及
び
当
座

下
「
手
形
割
引
等
特
殊
保
証
」
と
い
う
。
）
及
び
当
座
貸
越
し
を
受
け
る

貸
越
し
を
受
け
る
こ
と
に
よ
る
債
務
の
み
に
つ
い
て
の
特
殊
保
証
（
以
下

こ
と
に
よ
る
債
務
の
み
に
つ
い
て
の
特
殊
保
証
（
以
下
「
当
座
貸
越
し
特

「
当
座
貸
越
し
特
殊
保
証
」
と
い
う
。
）
の
場
合
は
、
〇
・
〇
八
パ
ー
セ

殊
保
証
」
と
い
う
。
）
の
場
合
は
、
〇
・
〇
八
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
一
・
五

ン
ト
か
ら
一
・
五
七
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
）
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
保
険
関

七
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
）
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
保
険
関
係
ご
と
に
、
当
該
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係
ご
と
に
、
当
該
保
険
関
係
に
係
る
中
小
企
業
者
の
財
務
内
容
そ
の
他
の

保
険
関
係
に
係
る
中
小
企
業
者
の
財
務
内
容
そ
の
他
の
経
営
の
状
況
を
勘

経
営
の
状
況
を
勘
案
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出

案
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
保
険
事
故

さ
れ
る
保
険
事
故
の
発
生
率
に
応
じ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
保
険
料

の
発
生
率
に
応
じ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
保
険
料
率
（
保
険
事
故
の

率
（
保
険
事
故
の
発
生
率
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
と
し
て
経

発
生
率
を
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
と
し
て
経
済
産
業
省
令
で
定

済
産
業
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
〇
・
九
七
パ
ー
セ
ン
ト
（
手
形
割
引
等

め
る
場
合
は
、
〇
・
九
七
パ
ー
セ
ン
ト
（
手
形
割
引
等
特
殊
保
証
及
び
当

特
殊
保
証
及
び
当
座
貸
越
し
特
殊
保
証
の
場
合
は
、
〇
・
八
二
パ
ー
セ
ン

座
貸
越
し
特
殊
保
証
の
場
合
は
、
〇
・
八
二
パ
ー
セ
ン
ト
）
）
、
法
第
三

ト
）
）
、
法
第
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
小
口
保
険
（
以
下
「

条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
小
口
保
険
（
以
下
「
特
別
小
口
保
険
」

特
別
小
口
保
険
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
（
手
形

と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
（
手
形
割
引
等
特
殊
保
証

割
引
等
特
殊
保
証
及
び
当
座
貸
越
し
特
殊
保
証
の
場
合
は
、
〇
・
三
四
パ

及
び
当
座
貸
越
し
特
殊
保
証
の
場
合
は
、
〇
・
三
四
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
法

ー
セ
ン
ト
）
、
法
第
三
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
流
動
資
産
担
保
保
険

第
三
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
流
動
資
産
担
保
保
険
に
あ
つ
て
は
〇
・

に
あ
つ
て
は
〇
・
四
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
法
第
三
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す

四
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
法
第
三
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
公
害
防
止
保
険

る
公
害
防
止
保
険
、
法
第
三
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
対

、
法
第
三
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
保
険
、
法
第
三

策
保
険
、
法
第
三
条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
海
外
投
資
関
係
保
険
及
び

条
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
海
外
投
資
関
係
保
険
及
び
法
第
三
条
の
八
第

法
第
三
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
新
事
業
開
拓
保
険
（
以
下
「
新
事
業

一
項
に
規
定
す
る
新
事
業
開
拓
保
険
（
以
下
「
新
事
業
開
拓
保
険
」
と
い

開
拓
保
険
」
と
い
う
。
）
に
あ
つ
て
は
〇
・
九
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
法
第
三

う
。
）
に
あ
つ
て
は
〇
・
九
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
法
第
三
条
の
九
第
一
項
に

条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
再
生
保
険
に
あ
つ
て
は
一
・
六
九
パ
ー

規
定
す
る
事
業
再
生
保
険
に
あ
つ
て
は
一
・
六
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

セ
ン
ト
と
す
る
。

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

（
経
営
安
定
関
連
保
証
に
係
る
保
険
料
率
）

（
新
設
）

第
三
条

法
第
十
四
条
の
政
令
で
定
め
る
率
は
、
保
証
を
し
た
借
入
れ
の
期

第
三
条

法
第
十
四
条
の
政
令
で
定
め
る
率
は
、
保
証
を
し
た
借
入
れ
の
期

間
一
年
に
つ
き
、
普
通
保
険
及
び
無
担
保
保
険
に
あ
つ
て
は
〇
・
四
一
パ

間
一
年
に
つ
き
、
普
通
保
険
及
び
無
担
保
保
険
に
あ
つ
て
は
〇
・
四
一
パ

ー
セ
ン
ト
（
手
形
割
引
等
特
殊
保
証
及
び
当
座
貸
越
し
特
殊
保
証
の
場
合

ー
セ
ン
ト
（
手
形
割
引
等
特
殊
保
証
及
び
当
座
貸
越
し
特
殊
保
証
の
場
合

は
、
〇
・
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
特
別
小
口
保
険
に
あ
つ
て
は
〇
・
一
九

は
、
〇
・
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
特
別
小
口
保
険
に
あ
つ
て
は
〇
・
一
九

パ
ー
セ
ン
ト
（
手
形
割
引
等
特
殊
保
証
及
び
当
座
貸
越
し
特
殊
保
証
の
場

パ
ー
セ
ン
ト
（
手
形
割
引
等
特
殊
保
証
及
び
当
座
貸
越
し
特
殊
保
証
の
場

合
は
、
〇
・
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
す
る
。

合
は
、
〇
・
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
す
る
。
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（
危
機
関
連
保
証
に
係
る
保
険
料
率
）

（
新
設
）

第
四
条

法
第
十
七
条
の
政
令
で
定
め
る
率
は
、
保
証
を
し
た
借
入
れ
の
期

間
一
年
に
つ
き
、
普
通
保
険
及
び
無
担
保
保
険
に
あ
つ
て
は
〇
・
四
一
パ

ー
セ
ン
ト
（
手
形
割
引
等
特
殊
保
証
及
び
当
座
貸
越
し
特
殊
保
証
の
場
合

は
、
〇
・
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
、
特
別
小
口
保
険
に
あ
つ
て
は
〇
・
一
九

パ
ー
セ
ン
ト
（
手
形
割
引
等
特
殊
保
証
及
び
当
座
貸
越
し
特
殊
保
証
の
場

合
は
、
〇
・
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
す
る
。

（
経
営
安
定
関
連
保
証
及
び
危
機
関
連
保
証
に
係
る
保
険
関
係
及
び
限
度

（
新
設
）

額
の
特
例
）

第
五
条

法
第
十
八
条
の
政
令
で
指
定
す
る
保
険
関
係
は
、
普
通
保
険
、
無

担
保
保
険
又
は
特
別
小
口
保
険
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
激
甚
災
害
に
対

じ
ん

処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
第
十
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
災
害
関
係
保
証
（
東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
の
激
甚
災
害
及
び

こ
れ
に
対
し
適
用
す
べ
き
措
置
の
指
定
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
三
年

政
令
第
十
八
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
措
置
及
び
法
第
二

条
第
六
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
認
め
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
事
象
に
つ

い
て
の
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法

じ
ん

律
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
政
令
で
指
定
さ
れ
た
措

置
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
保
険
関
係
、
東
日
本
大
震
災
に
対
処

す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
及
び
助
成
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三

年
法
律
第
四
十
号
）
第
百
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
東
日
本
大
震
災

復
興
緊
急
保
証
に
係
る
保
険
関
係
、
経
営
安
定
関
連
保
証
に
係
る
保
険
関

係
及
び
危
機
関
連
保
証
に
係
る
保
険
関
係
と
す
る
。

２

法
第
十
八
条
の
政
令
で
定
め
る
限
度
額
は
、
普
通
保
険
に
あ
つ
て
は
四














